
入 札 説 明 書 

 
  令和８年６月１２日付け公告の公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団（以下「財団」

という。）に係る一般競争入札については、下記のとおり執行します。 

 

記 

１ 競争入札に付する事項等 

①  調達案件の名称    愛知県総合射撃場清掃業務 

②  調達案件の仕様等   別紙仕様書のとおり 

③  履行期間       令和８年７月１日(水)から令和９年３月３１日(水)まで 

④  履行場所       愛知県総合射撃場（豊田市宇連野町ウネ畑１２－９５） 

⑤ 最低制限価格     有 

⑥ 入札方法 

  ア この入札は、公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団財務規程（以下「財務規程」

という。）に基づき、紙による入札書の提出により実施します。 

イ この入札に関する提出書類は、３①イに示す事務所への持参又は、郵送での提出とし

ます。 

 
２ 入札に参加する者に必要な資格 

  次の各号のすべてに該当するものであること。 

① 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

② 公告の日から開札の日までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団

排除に関する合意書」（平成２４年６月２９日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結。

以下「合意書」という。）１（１）アに規定する調達契約からの排除措置を受けていないこ

と。 

③  公告の日から開札の日までの期間において、愛知県が発注する物品の製造・販売、物 

品の買受及び役務の提供等（以下「物品の製造等」という。）に係る指名停止の措置を受け

ていないこと。 

⑤  物品の製造等に係る愛知県入札参加資格者名簿（令和８年度・令和９年度）大分類「役

務の提供等」、中分類「建物等各種施設管理」のうち小分類「清掃」に登録されている者

であること。 

 

３ 入札参加資格の確認に関する事項 

① 入札参加資格の確認手続 

入札参加者は、次により入札参加資格確認申請書類（以下「資格確認申請書類」という。）

を提出しなければなりません。 

なお、提出した資格確認申請書類について説明を求められたときは、これに応じなけれ

ばなりません。 

    ア 提出書類及び提出方法 

ａ 入札参加資格確認申請書 

別紙様式１ 

ｂ 過去２年間の実績報告書 

別紙様式２ 

   ｃ ２④の資格を有することを証明する書類 

ｄ 上記ａ、ｂ、ｃについて、イに記載の場所へ持参又は郵送により、令和８年６月１

５日(月)午後５時までに提出してください（必着）。 

   なお、持参する場合は、土曜日、日曜日及び休日を除く平日の午前９時から午後５

時までの間とします。 

 



イ 提出先 

 愛知県総合射撃場 豊田市宇連野町ウネ畑１２－９５（郵便番号４４４－３２０３） 

電話（０５６５）９０－３９７１ 

ウ 資格確認結果の通知 

入札参加者から提出された資格確認申請書類に基づき、財団において当該入札参加者

の入札参加資格を確認し、その結果を電話連絡により通知します。 

  エ その他 

a 資格確認申請書類の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とします。 

b 提出された資格確認申請書類は返却しません。なお、これらの書類は原則として公

表せず、資格の確認以外の目的で使用しません。 

② 入札参加者の資格喪失 

   入札参加資格があると認められた者が、入札期日までにおいて次の事由に該当すること

となったときは、入札参加資格を失うものとします。 

  ア 仮差押、仮処分、競売、破産、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は

民事再生手続開始の申立てがなされたとき。 

  イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、業務執

行が困難と見込まれたとき。 

  ウ その他本件業務に着手し、又は本件業務を遂行することが困難になるとみられる事由

が発生したとき。 

 

４ 入札 

  入札参加者は、別紙様式３の入札書を作成し、別紙様式４に示す表記をした封筒に入れ、

封かんの上、３①イに示す提出先へ受付期間内に提出しなければなりません。 

①  入札受付期間 

令和８年６月１７日(水)から６月１９日(金)までの午前９時から午後５時まで 

② 入札書 

ア 入札は総価により行います。 

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り

捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記載してください。 

ウ 入札書の日付は、入札日を記入すること。 

③ 入札の延期等 

   入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行するこ

とができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止める

ことがあります。 

 

５ 開札 

①  日時及び場所 

令和８年６月２３日（火) 午前１０時００分～ 

愛知県総合射撃場 ２階 第４会議室 

② 立会い 

開札は、入札者立会いの上で行います。 

なお、入札者が立会わないときは、当該入札事務に関係のない職員の立会いの上で行い

ます。 

③ 再度入札 

開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札のないときは、２回まで入札を行いま

すので、あらかじめ別紙様式３の入札書を作成し、別紙様式４に示す表記をした封筒に入

れ、封かんの上、ご用意ください。２回目の入札を行い予定価格以内の入札がなかった場



合は、２回目の入札において最低価格を提示した方と協議のうえ、随意契約を行います。 

④ 出席 

代理人が出席する場合は、委任状を開始前に提出してください。 

 

６ 入札に対する質問 

この入札説明書、入札方法等に関する質問は、次の期限までに下記へ連絡してください。 

質問受付期限 令和８年６月１５日(月)午後５時まで 

問い合わせ先 愛知県総合射撃場 電話（０５６５）９０－３９７１ 

 

７ その他 

① 契約の手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限ります。 

② 入札保証金の免除等 

入札参加者は、財務規程第１００条の規定により、見積金額の１００分の５以上の金額

の入札保証金（財務規程第１０２条の定める入札保証金に代わる担保を含む。以下同じ。）

を納めなければなりません。ただし、入札参加者が過去の実績から判断して、契約を締結

しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金の全部又は一部を免除す

るものとします（財務規程第１０１条）。 

③ 入札保証金の還付等 

ア 入札保証金は、落札者決定後に還付します。ただし、落札者に対しては、契約締結後

に還付します。なお、予定価格を上回る金額で入札を行った者については、入札終了後

直ちに還付します。 

  イ 入札保証金の還付を受ける場合には、領収証書等を出納員に提出するものとします。 

ウ 落札者が納付した入札保証金については、落札者から申出があったときは、当該入札

保証金を契約保証金に充当することができます。 

エ 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその還付を受ける日までの

期間に対する利息の支払を請求することはできません。 

オ 入札保証金を納付した落札者が契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札

保証金は財団に帰属します。 

④ 入札の無効 

   財務規程第９９条（入札の無効）に該当する入札を行った入札は無効とします。 

⑤ 落札者の決定方法 

  ア 競争入札参加資格、仕様書等の要求要件をすべて満たし、入札金額が予定価格の制限

の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格で入札した者の中で最低価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。 

  イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとします。 

⑥ 落札者に要求される事項 

落札者に決定した者は、落札決定後、直ちに別紙様式５の設計書を３①イに記載の場所へ提

出しなければなりません。 

⑦ 契約の締結 

落札者と別添の契約書により契約を締結します。ただし、開札の日から契約締結の日ま

での期間において、落札者に不正等の実態があった場合は、原則として契約を締結しない

ものとします。 

⑧ 妨害等に対する報告義務等 

契約の履行に当たり、妨害等を受けた場合は、速やかに財団に報告するとともに警察へ

被害届を提出しなければなりません。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札に

よる契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがあります。 

⑨ 契約保証金 

   契約を締結しようとする者は、財務規程第７８条の規定により、契約金額の１００分の

１０以上の金額の契約保証金を契約締結日までに納めなければなりません。ただし、財務



規程第７９条の規定により、全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りでありま

せん。 


